
香川県内の飲食店において、「かがわ安心飲食店認証」を取得した事業者の、認証
取得に要した感染防止対策の経費について、一部補助します。

以下の①、②を全て満たす事業者が対象となります。
① 香川県内において、食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店の営
業を行う法人又は個人事業主であること。

② かがわ安心飲食店認証を取得した店舗を有し、当該店舗において、認証基準に基づいた感染防
止の取組みを行っており、今後も営業を継続する意思を有すること。

令和３年６月１４日から補助金申請、問合せ等の受付を開始

以下の①～③を全て満たす経費が対象となります。
① 認証を取得するために要した経費
② 令和３年４月４日以降に納品され、支払いが全て完了した経費
③ 支出証拠書類によって、購入内容、数量、金額及び支払日が確認できる経費

補助上限額

対象経費

対象事業者

申請受付開始

① 店舗の延床面積が100㎡未満の店舗 ：15万円以内
② 店舗の延床面積が100㎡以上300㎡未満の店舗 ：20万円以内
③ 店舗の延床面積が300㎡以上の店舗 ：25万円以内
※複数の店舗で認証を得ている場合は、それぞれの店舗ごとに補助の対象となります。

【主な対象外経費】
・感染防止が主たる目的でないもの
・パソコンなど汎用性があるもの
・空間噴霧器など厚生労働省や消費者庁から利用を推進されていないもの

【かがわ安心飲食店認証事務局（コールセンター）】
高松市寿町２－４－２０ 高松センタービル３階
TEL：０８７－８２２－７１１１
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